
マイナンバーカードをなくしたり、⼿元にない場合は？
●  2024（令和６）年秋以降は、マイナンバーカードを紛失・更新中の⽅やお⼿元にカードがない⽅などは、

ご加⼊の医療保険の保険者に申請いただくことで、ご本⼈の被保険者資格の情報などを記載した「資
格確認書」を無償交付する⽅向で、検討が進められています。

● 「資格確認書」を医療機関等の窓⼝で提⽰することで、引き続き、⼀定の窓⼝負担で医療を受けるこ
とができます。

健康保険証はいつまで使えますか？
●  2024（令和６）年秋の時点でお⼿元にある有効な保険証は、その時点から最⻑１年間（有

効期限が 2025（令和７）年秋より前に切れる場合はその有効期限まで）使⽤すること
ができる⽅向で、検討が進められています。

2024（令和６）年秋以降は新規の保険証の発⾏を取りやめ、
マイナンバーカードと⼀本化する⽅向で、検討が進められています

マイナンバーカードを失くしたら個⼈情報が流出しそうで不安…

マイナンバーカードのＩＣチップには、健康・医療情報や税情報・年⾦情報などプラ
イバシー性の⾼い情報は⼊っていません！

マイナンバーカードを失くした場合、どうすれば良いかわからない…

万が⼀紛失しても、コールセンター【0120-95-0178：24 時間 365 ⽇受付】に電話す
ることで、カードの利⽤を⼀時停⽌できるので安⼼です！

マイナンバーを他⼈に悪⽤されそうで怖い…

第三者にマイナンバーを⾒られても、あなたになりすまして⼿続きを⾏ったり、あな
たの個⼈情報を調べたりすることはできません！

もっと詳しく知りたい⽅はフリーダイヤルにお問い合わせください
マイナンバー総合フリーダイヤル TEL：0120（95）0178
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